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第１章 計画策定の趣旨と位置づけ 
 

－ 2 －  

１-２  計画の位置づけ  

本計画は、本町簡易水道事業における中長期的な事業運営の方針を示したもので、2019

（令和元）年度から 2028（令和 10）年度までの 10 年間を計画期間としています。  

本計画は「中之条町総合計画第 6 次構想」を上位計画とし、同計画において示されてい

る簡易水道事業の課題解決のための事業やまちづくりの目標などを達成できるように整合

性を図りながら、総務省が策定を求めている「経営戦略」の内容を総合的に包含するもの

として策定しました。  

 

図2 計画の位置づけ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３  計画期間  

本計画は、総務省の「経営戦略策定ガイドライン」における「中長期的な視点から経営

基盤の強化等に取組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本とする」という

考え方を踏まえ、長期的な安定を見据えた中で 2019（令和元）年度から 2028（令和 10）  

年度までの 10 年間を本計画の計画期間とします。  

また、事業運営の方策を計画的に推進するため、2023（令和 5）年度に 5 か年の実績

評価として実際に行った取り組みの進捗状況を比較し、検証・分析を行います。その結果

を基にフォローアップを行い、必要に応じて計画の見直しを行います。  

 

（厚生労働省）  

水道ビジョン  

（厚生労働省）  

新水道ビジョン  

（総務省）  

公営企業の経営戦略  

中之条町水道事業基本計画  

（水道事業ビジョン）  

中之条町六合簡易水道事業経営戦略  

見直し  

中之条町総合計画第 6 次構想  

反  映  















第２章 中之条町六合簡易水道事業の現状と課題 
 

－ 9 －  

図3 施設等位置図  

 

  





第２章 中之条町六合簡易水道事業の現状と課題 
 

－ 11 －  

(2)災害への対応  

近年、東日本大震災や熊本地震など、大規模な地震災害が相次いで発生しています。  

水道事業は地震などの災害時においても必要不可欠なライフラインのひとつであり、  

災害時において給水を続けることができる水道施設の整備がこれまでも求められてき

ました。  

しかし、近年の災害では長期間の電源供給の停止など被災地において想定を超えた

被害が現実的に発生しており、本町水道事業にもこれまで以上に災害に対応できる水

道システムを整備することが求められています。  

 

(3)気象の変動  

近年、日本各地において局地的な豪雨や長期間の少雨など、極端な気象の変動が見

られます。利根川水系では 2015（平成 27）年 9 月に関東・東北豪雨が発生して、

鬼怒川が氾濫し、茨城県常総市において浄水場が浸水したことから断水などの甚大な

被害が発生しました。また、2016（平成 28）年には冬場の少雪と梅雨時期の少雨

により 79 日間の取水制限が発生しました。  

水道事業には、このような極端な気象状態においても安定的に給水を継続すること

が求められています。  

 

(4)環境への配慮  

本町は、健全な水循環の中で湧水を利用して給水を行っています。また、簡易水道

事業には、ポンプなどの設備の運転に電力を使用するなど、電力エネルギーの使用に

よる環境への負荷を与えている側面もあります。  

簡易水道事業には、健全な水循環を維持するために、再生可能エネルギーの導入な

どの環境負荷低減に向けた取り組みが求められています。  

  































第２章 中之条町六合簡易水道事業の現状と課題 
 

－ 26 －  

２-３-５  経営状況  

(1)水道料金  

水道料金は、事業を運営するために必要な費用（原価）に基づいて定められます。

そのため、浄水処理に係る費用や水道施設の建設・更新・耐震化などの工事に係る費

用によって、水道料金は大きく異なります。  

県内 11 町村と１か月家庭用 20 ㎥あたりの水道料金を比較すると「図 10 １か月家庭

用 20 ㎥あたりの水道料金（税込）」のとおりとなっています。  

 

図10  1 か月家庭用 20 ㎥あたりの水道料金（税込）  

 

出典：経営比較分析表  

 

本町の水道料金は、基本料金、従量料金及びメーター使用料からなっています。基

本料金は使用量に関わらず、従量料金は使用量に応じて算出される料金です。  

なお、料金は中之条町水道事業給水条例で定めるとおり、1 ヶ月税抜きの表記とな

っています。  

現行の水道料金体系は、2014（平成 26）年 4 月１日から適用しています。  
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第３章 将来の事業環境と課題 
 

－ 41 －  

３-２  料金収入の見通し  

2018（平成 30）年度の給水収益は、25,975 千円でした。現行の水道料金を維持した

場合、計画期間最終年度である 2028（令和 10）年度では 23,241 千円となり、2018

（平成 30）年度に比べると 10.5％の減少となります。その後も将来水量の推移と連動し

て減少傾向となり、40 年後の 2058（令和 40）年度には 14,355 千円となり 2018 年  

（平成 30）年度に比べると 44.7％の減少となります。  

 

図 19 料金収入の将来予測 
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第6章 投資・財政計画 

 

－ 71 －  

(3)企業債残高  

今後、事業費の多くを企業債による収入で賄うため、企業債残高の水準は現状より

も高くなる見込みです。  

企業債残高は年々増加し、2028（令和 10）年度には 449,716 千円にまで増加

する見込みです。  

 

図29 企業債残高の推移  
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第6章 投資・財政計画 
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６-4 投資・財政計画  

経営計画の投資・財政計画は「表42 投資・財政計画」のとおりです。  

計画期間内の収支見通しである「投資・財政計画」を、「投資試算」をはじめとする支

出と「財源試算」により示される形で取りまとめました。  
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【収益的収支】  

表42 投資・財政計画（１）   

  

（単位：千円，％）
年 度 H29年度

区 分 （ 決 算 ）

1 (A) 46,001 47,483 42,274 42,627 42,883 43,127

（１） (B) 26,174 24,804 26,360 26,184 25,869 25,553

ア 26,066 24,385 25,941 25,765 25,450 25,134

イ (C) 0 0 0 0 0 0

ウ 108 419 419 419 419 419

（２） 19,827 22,680 15,915 16,444 17,015 17,575

ア 19,521 22,547 15,782 16,311 16,882 17,442

イ 306 133 133 133 133 133

２ (D) 40,359 42,483 42,174 42,527 42,783 43,027

（１） 37,715 39,979 39,979 39,979 39,979 39,979

ア 14,384 14,531 14,531 14,531 14,531 14,531

0 0 0 0 0 0

イ 23,331 25,447 25,447 25,447 25,447 25,447

（２） 2,644 2,505 2,196 2,549 2,805 3,049

ア 2,359 1,980 1,671 2,024 2,280 2,524

0 0 0 0 0 0

イ 285 525 525 525 525 525

３ (E) 5,642 5,000 100 100 100 100

1 (F) 17,559 18,346 86,618 78,908 61,693 23,691

（１） 6,900 6,400 74,300 66,200 50,500 12,800

0 0 0 0 0 0

（２） 10,659 11,946 12,318 12,708 11,193 10,891

（３） 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0

（６） 0 0 0 0 0 0

（７） 0 0 0 0 0 0

２ (G) 20,562 26,937 86,708 78,978 61,713 23,771

（１） 8,305 14,991 74,390 66,270 50,520 12,880

0 0 0 0 0 0

（２） (H) 12,257 11,946 12,318 12,708 11,193 10,891

（３） 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0

３ (I) △ 3,003 △ 8,591 △ 90 △ 70 △ 20 △ 80

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息
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表42 投資・財政計画（２）

 

    

（単位：千円，％）
年 度

区 分

1 (A) 42,989 43,232 43,687 44,114 44,450 44,763

（１） (B) 25,306 24,922 24,607 24,291 24,040 23,660

ア 24,887 24,503 24,188 23,872 23,621 23,241

イ (C) 0 0 0 0 0 0

ウ 419 419 419 419 419 419

（２） 17,684 18,310 19,081 19,823 20,410 21,103

ア 17,551 18,177 18,948 19,690 20,277 20,970

イ 133 133 133 133 133 133

２ (D) 42,889 43,132 43,587 44,014 44,350 44,663

（１） 39,979 39,979 39,979 39,979 39,979 39,979

ア 14,531 14,531 14,531 14,531 14,531 14,531

0 0 0 0 0 0

イ 25,447 25,447 25,447 25,447 25,447 25,447

（２） 2,911 3,153 3,609 4,035 4,371 4,684

ア 2,386 2,628 3,084 3,510 3,846 4,159

0 0 0 0 0 0

イ 525 525 525 525 525 525

３ (E) 100 100 100 100 100 100

1 (F) 55,784 62,258 54,376 49,396 48,108 48,520

（１） 45,300 56,400 48,500 41,500 39,700 38,300

0 0 0 0 0 0

（２） 10,484 5,858 5,876 7,896 8,408 10,220

（３） 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0

（６） 0 0 0 0 0 0

（７） 0 0 0 0 0 0

２ (G) 55,874 62,268 54,436 49,466 48,128 48,600

（１） 45,390 56,410 48,560 41,570 39,720 38,380

0 0 0 0 0 0

（２） (H) 10,484 5,858 5,876 7,896 8,408 10,220

（３） 0 0 0 0 0 0

（４） 0 0 0 0 0 0

（５） 0 0 0 0 0 0

３ (I) △ 90 △ 10 △ 60 △ 70 △ 20 △ 80

R10年度

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

R9年度

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

R5年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

R6年度 R7年度 R8年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息
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表42 投資・財政計画（3）  

 

 

  

（単位：千円，％）
年 度 H29年度

区 分 （ 決 算 ）

(J) 2,639 △ 3,591 10 30 80 20

(K) 0 0 0 0 0 0

(L) 1,788 4,427 836 846 876 956

(M) 0 0 0 0 0 0

(N) 4,427 836 846 876 956 976

(O)

(P) 4,427 836 846 876 956 976

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 26,174 24,804 26,360 26,184 25,869 25,553

0 0 0 0 0 0

（T) 0 0 0 0 0 0

(U) 0 0 0 0 0 0

(V) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(W) 0 0 0 0 0 0

(X) 77,614 72,068 134,050 187,542 226,849 228,758

○他会計繰入金 （単位：千円）

年 度 H29年度

区 分 （ 決 算 ）

19,521 22,547 15,782 16,311 16,882 17,442

1,180 990 836 1,012 1,140 1,262

18,341 21,557 14,946 15,299 15,742 16,180

10,659 11,946 12,318 12,708 11,193 10,891

6,129 5,973 6,159 6,354 5,597 5,446

4,530 5,973 6,159 6,354 5,597 5,446

30,179 34,493 28,100 29,019 28,075 28,333

健全化法施行令第16 条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６ 条に 規定 する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17 条により算定した
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に より 算 定 し た

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

0 0 0 0 0

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

H30年度
（本年度）

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

(R) 0

0 0 0 0 0収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 0

0 0 0 0 0赤 字 比 率 （ ×100 ） 0

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度 から の繰 越金

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度
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表42 投資・財政計画（4）  

   

（単位：千円，％）
年 度

区 分

(J) 10 90 40 30 80 20

(K) 0 0 0 0 0 0

(L) 976 986 1,076 1,116 1,146 1,226

(M) 0 0 0 0 0 0

(N) 986 1,076 1,116 1,146 1,226 1,246

(O)

(P) 986 1,076 1,116 1,146 1,226 1,246

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 25,306 24,922 24,607 24,291 24,040 23,660

0 0 0 0 0 0

（T) 0 0 0 0 0 0

(U) 0 0 0 0 0 0

(V) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(W) 0 0 0 0 0 0

(X) 263,574 314,116 356,740 390,344 421,636 449,716

○他会計繰入金 （単位：千円）

年 度

区 分

17,551 18,177 18,948 19,690 20,277 20,970

1,193 1,314 1,542 1,755 1,923 2,080

16,358 16,863 17,406 17,935 18,354 18,890

10,484 5,858 5,876 7,896 8,408 10,220

5,242 2,929 2,938 3,948 4,204 5,110

5,242 2,929 2,938 3,948 4,204 5,110

28,035 24,035 24,824 27,586 28,685 31,190

R10年度

0

0

0

R10年度

健全化法施行令第16 条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６ 条に 規定 する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17 条により算定した
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に より 算 定 し た

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

0 0 0

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

0

0

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

0

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

(R)

0

0

0 0 0 0

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ）

0赤 字 比 率 （ ×100 ）

0 0

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度 から の繰 越金

R9年度R5年度 R6年度 R7年度 R8年度
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〔投資・財政計画の前提条件について〕  

項  目  項  目  推計条件（2019（R 元）以降）  

収益的収入  

給水収益  推計有収水量×供給単価（2017（H29)) 

その他  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

その他  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

収益的支出  

職員給与費  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

修繕費  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

委託料  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

材料費  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

薬品費  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

その他  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

支払利息  

■計算式：①既存企業債分＋②更新投資に伴う起債分  

①既存企業債：システムからの出力データを使用  

②将来発行予定の企業債  条件：  据置 5 年   償還期間 30 年、

利率（1％）  

その他  2014（H26）～2017（H29）の平均値  

資本的収入  

企業債  建設改良費の 100％で設定  

他会計補助金  企業債償還額  

工事負担金  0 で一定  

資本的支出  

建設改良費  投資計画より  

企業債償還金  

①既存企業債分＋②更新投資に伴う起債分の合計  

①既存企業債  

システムからの出力データを使用  

②将来発行予定の企業債  

 条件：  据置 5 年   償還期間 30 年、利率（1％）  
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７-２  計画の進捗管理  

毎年計画どおりに進捗しているかを検証するために、下表のように総務省の「経営比較

分析表」で利用されている経営指標を用いて、計画値と実績値の比較を行いながら経営分

析を行うことで、経営状況の把握に努めていきます。  

 

 

  

指標
分類

重要指標
計算式

指標の意味
2018

（H30）
年度

2023
（R5）
年度

2028
（R10）
年度

収益的収支比率（％）

総収益÷（総費用＋地方債償還金）×100

法非適用企業に用いる収益的収支比率は、当該年度において、給

水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償
還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標です。

87.6

企業債残高対給水収益比率（％）

企業債現在高合計÷給水収益×100

「債務残高」：料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業

債残高の規模を表します。
323.0

料金回収率（％）

供給単価÷給水原価×100

「料金水準の適切性」：水道料金で回収すべき経費を、どの程度

賄えているかを表しており、100％以上が望ましいとされていま
す。

47.9

給水原価（円）

（総費用－受託工事費＋地方債償還金÷年間総

有収水量

「費用の効率性」：有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費

用がかかっているかを表しています。
323.0

施設利用率（％）

一日平均配水量÷一日配水能力×100

「施設の活用度」：施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対
して、実際に使われている割合を表しています。

58.3

有収率（％）

年間総有収水量÷年間総配水量×100

「施設の効率性」：施設・設備が対応する水量のうち、料金収入

の対象となった割合を表しています。
95.0

の
状
況

老
朽
化

管路更新率（％）

当該年度に更新した管路延長÷管路総延長×
100

「管路の更新投資・老朽化対策の実施状況」：当該年度に更新
した管路延長の割合を表しており、管路の更新ペースや状況を把

握できます。

0.5

管路の耐震管率（水道配水用ポリエチレン管を

含む）（％）

※（2017（平成29）年値を掲載）
管路のうち耐震管延長÷管路総延長×100

「管路の耐震化の状況」：管路のうち耐震性のある材質と継手
により構成された管路の割合を示しています。数値が大きいほど

地震に強く安定性を示す指標です。

5.8

浄水施設の耐震化率（％）
※（2018（平成30）年値を掲載）

耐震対策の施された浄水施設能力÷全浄水施設

能力×100

「浄水施設の耐震化の状況」：全浄水施設能力に対する耐震化

された浄水施設能力の割合を示しています。数値が大きいほど地
震に強く安定性を示す指標です。

0.0

配水池の耐震化率（％）

※（2018（平成30）年値を掲載）

耐震対策の施された配水池有効容量÷配水池等
有効容量×100

「配水池の耐震化の状況」：全配水池容量に対する耐震化され
た配水池容量の割合を示しています。数値が大きいほど地震に強

く安定性を示す指標です。

0.0

経
営
の
健
全
性
・
効
率
性

耐
震
化
の
状
況
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７-３  計画の見直し  

今後行う事業は、前期（2019（令和元）年度〜2023（令和 5）年度）と後期（2024

（令和 6）年度〜2028（令和 10）年度）の計画期間終了時点における目標の達成状況な

どを評価し、計画の事業推進に伴う問題点、事業の有効性などを明確化した上で、必要に

応じ改訂を行うなど計画の見直しを図っていきます。  

 



用語集 
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用   語   集  
 

【あ行】  

 

◆  アセットマネジメント  

資産管理のこと。水道においては、「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実

現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率

的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動」を指している。  

 

◆  一日最大配水量  

年間の一日配水量のうち最大のものをいう。  

 

◆  一日平均配水量  

年間の総配水量（㎥）を年日数で除したもの。  

 

◆  応急給水  

地震などにより水道施設が破損し、水道による給水ができなくなった場合、被害状況

に応じて拠点給水、運搬給水及び仮設給水などにより給水すること。  

拠点給水は、断水地区に対してあらかじめ指定した浄水場、給水所などの水道施設を

基地とするもの。  

災害による避難住民の応急給水量としては、生命維持に必要な水量として一人一日 3

リットルを基本水量とし、最低 3 日間程度を見込んで算定する。  

 

◆  応急復旧  

地震などにより水道施設が破損して給水ができなくなった場合、早期に給水を再開

するために、破損部分を復旧すること。  

 

◆  ＯＪＴ  

On the Job Training の略。職場において、上司、先輩などが部下・後輩などに対

し、日常の業務を通して、必要な知識や技術などを計画的・継続的に指導することで全

体的な業務処理能力を育成すること。  

 

 

【か行】  

 

◆  拡張事業  

水源の変更や配水量の増加、区域の拡張など、厚生労働省の認可変更要件に該当する

事業。  
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◆  官民連携  

官庁と民間企業が協力し、一緒に事に当たること。  

 

◆  基幹管路  

導水管、送水管、配水本管を指す。  

 

◆  基幹管路の耐震適合率  

導水管・送水管・配水本管のことを基幹管路といい、耐震適合率とは、耐震管及び布

設された地盤の性状（軟弱地盤・液状化しやすい埋立地など以外の良質地盤）を勘案す

れば耐震性があると評価できる管（耐震適合性のある管）の管路延長の割合を示す指標。 

 

◆  企業債  

水道事業（地方公営企業）が行う建設改良などに要する資金に充てるために起こす地

方債（借入金）。  

 

◆  企業債残高  

施設の整備に充てるために国や地方公共団体金融機構から借入した借金（企業債）の

残高。  

 

◆  企業債償還金  

国や地方公共団体金融機構からの借入金のうち返済する元金相当額。  

 

◆  給水区域  

水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じて給水を行うこととし

た区域。水道事業者は、この区域内において給水義務を負う。  

 

◆  給水原価  

有収水量１㎥あたりの給水に係る費用。  

 

◆  給水収益  

水道料金として収入となる収益のこと。  

 

◆  給水人口  

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。給水区域外からの通勤者や

観光客は給水人口には含まれない。  

 

◆  供給単価  

有収水量１㎥あたりの収益。  
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◆  業務指標  ＰＩ（Performance Indicator）  

水道事業の施設整備状況や経営状況などを客観的な数値で評価するもの。「安心」、

「安定」、「持続」、「環境」、「管理」、「国際」の６つの分野に分類された全 137 項目の

指標で構成されており、これらの指標を用いて、ほかの水道事業者と比較したり、経年

的な推移を図示したりすることにより、水道事業の状況を容易に把握することができ

る。  

 

◆  クリプトスポリジウム  

腸管に感染して下痢を起こす病原微生物。環境中のクリプトスポリジウムは塩素に

耐性があるため、水道水の塩素消毒では不活化できない。  

厚生労働省は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」を全国に通知し、紫

外線処理や濁度 0.1 度以下でのろ過水管理などの対策を取ることを求めている。  

 

◆  経営戦略  

地方公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続できるよう、総務省が策定を求

めている中長期的な経営の基本計画。投資と財源の試算により収支が均衡した「投資・

財政計画」を定めるとともに、効率化・経営健全化の取り組み方針などを記載するもの。  

 

◆  経常収支  

一事業年度に属する営業収益から営業費用を差し引いたものに、営業外収益及び営

業外費用を加減したもの。  

 

◆  減価償却費  

施設の整備に充てた費用を一度に費用とせず、施設ごとに定められた耐用年数に応

じて毎年費用化したもの。この資金は内部留保資金となって、企業債の返済や、古くな

った施設の更新などの資金になる。  

 

◆  広域化  

水道事業の広域化について、厚生労働省が平成 25 年 3 月に公表した「新水道ビジ

ョン」では、水道を取り巻く厳しい社会環境などを踏まえ、連携形態にとらわれない多

様な形態の広域連携を目指し、関係者による段階的な検討・連携による「発展的広域化」

があげられている。  

 

◆  広域連携  

経営面や技術面の恒久的な事業運営に向けた運営基盤の強化のため、経営の一体化、

管理の一体化、施設の一体化といったソフト面の一体化から施設統合までを含めた広

い意味での水道事業の連携のこと。  
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◆  更新  

既存の水道施設や設備の全部または一部を撤去し、新しい施設や設備を設けること。 

対象により、施設更新・管路更新・設備更新という。  

 

◆  国立社会保障・人口問題研究所  

厚生労働省に設置された国立の政策研究機関であり、社会保障と人口問題の政策研

究を行っている。  

 

【さ行】  

 

◆  残留塩素（残塩）  

水に注入した塩素が、消毒効果を持つ有効塩素として消失せずに残留している塩素

のこと。水道法施行規則において給水栓水の残留塩素濃度は遊離残留塩素 0.1mg／㍑

以上とされている。  

 

◆  資機材  

地震災害などで管路が破損した場合、復旧に必要となる材料（管など）や工事に必要

な機械のこと。  

 

◆  事業継続計画（BCP）  

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資

産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とす

るために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを

取り決めておく計画のこと。  

 

◆  事業認可  

水道事業または水道用水供給事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣または都

道府県知事から受ける認可のこと。  

 

◆  資産維持費  

事業の施設実体の維持などのために、施設の建設、改良、再構築及び企業債の償還な

どに充当されるべき額であり、維持すべき資産に適正な率を乗じて算定した額をいう。

適切な水道料金水準を算定する際に、資産維持費を加味することにより将来発生する

と見込まれる資産の更新費用などを水道料金に反映させることができる。  

 

◆  施設利用率  

水道施設の経済性を総括的に判断する指標。  

【  計算式：一日平均配水量／一日配水能力×100 】  
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◆  指定給水装置工事事業者  

各水道事業者は給水装置（蛇口やトイレなどの給水用具・給水管）の工事を施行する

者を指定でき、条例において、給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨を規定。 

 

◆  資本的収支  

収益的収支及び支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として

建設改良及び企業債に関する収入及び支出のこと。  

 

◆  収益的収支  

水道事業の経常的経営活動に伴って発生する収入と、これに対応する支出。  

 

◆  重要給水施設  

病院などの医療施設、避難所、市役所、町村役場などの防災拠点。  

災害時に優先的に給水を可能とするべき施設や場所のこと。  

 

◆  従量料金  

水道料金のうち、使用水量に応じて発生する料金のこと。  

 

◆  純利益  

企業の純粋な利益。  

全ての収入から支出を差し引いた金額のこと。  

 

◆  小水力発電  

水道管内の水の流れなど、水圧や高低差を活用した小さな水資源で行う発電。  

 

◆  新水道ビジョン  

厚生労働省が、全国の水道事業者に共通する課題に対応するために 2004（平成 16）

年に策定した「水道ビジョン」を、人口減少社会の到来や東日本大震災などの経験を踏

まえて全面的に見直し、2013（平成 25）年 3 月に改訂した基本計画。  

 

◆  水質検査計画  

水質検査をするにあたって採水場所、検査項目及び検査頻度などをまとめた計画。  

 

◆  水道事業ガイドライン  

2005（平成 17）年１月に制定された公益社団法人日本水道協会規格。  

全国の水道事業者を対象に、水道事業のサービス内容を共通指標によって数値化す

る国内規格。  

 

 

 



用語集 
  

－ 86 －  

◆  水道事業ビジョン  

厚生労働省が、「新水道ビジョン」で示した水道の理想像を具現化するために、地域

の実情に即して各水道事業者に作成を求めている経営上の基本計画。  

 

◆  水道施設耐震工法指針  

公益社団法人日本水道協会が 2009（平成 21）年に改訂・発刊した「水道施設耐震

工法指針・解説（2009 年版）」のこと。  

 

【た行】  

 

◆  耐衝撃性硬質塩化ビニル管  

一般の塩化ビニル管に比べ、衝撃に強く弾性に富んでいる。  

 

◆  耐震管  

ダクタイル鋳鉄管（離脱防止機構付き継手）、鋼管（溶接継手）及び水道用ポリエチ

レン管（熱融着継手）などの耐震型継手を有する管。  

 

◆  耐震基準  

水道施設の耐震設計・施工を行うための基準。2008（平成 20）年 4 月に水道施設

の技術的基準を定める省令（いわゆる施設基準）が改正され、水道施設が保持すべき耐

震性能が規定された。この規定に基づき、公益社団法人日本水道協会により、「水道施

設耐震工法指針・解説 2009 年版」が改刊されている。  

 

◆  耐震継手  

地震や地殻変動に対する安全性を高めるために、地盤の変動に対して順応できる大

きな伸縮性と離脱防止機能を有した継手のこと。  

 

◆  ダクタイル鋳鉄管  

ダクタイル鋳鉄を素材とする鉄管。ダクタイル鋳鉄は鋳鉄に含まれる黒鉛を球体化

させたもので、鋳鉄に比べ強度や靭性に富んでいる。  

 

◆  長期前受金戻入  

みなし償却制度の廃止に伴い、施設整備の財源として過去に受け取った補助金や工

事負担金相当額を、対象となる施設（資産）の減価償却に合わせて収益化するもので、

現金を伴わない収入として収益的収入に計上する。  
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◆  逓増型料金体系  

使用量の増加に伴い従量料金単価が高額になる料金（逓増料金）体系のこと。この料

金は、新規水源開発などに伴う費用の上昇傾向を大口需要の料金に反映させることに

よって、水の合理的使用を促す需要抑制と生活用水の低廉化への配慮などから設定さ

れるものである。  

 

【な行】  

 

◆  内部留保資金  

減価償却費などの現金支出を伴わない支出や、収益的収支によって企業内に留保さ

れる自己資金のこと。資本的収支の不足額の補塡財源などに用いられる。  

 

【は行】  

 

◆  配水池  

配水量の時間変動を調節するために、水道水を一時的に貯留する池のこと。配水池は、

地震、停電などによる浄水場の機能停止や水源汚染事故による取水停止時などに対応

する機能も合わせ持っている。主な構造形式として、PC（プレストレストコンクリー

ト）造、RC(鉄筋コンクリート )造、SUS（ステンレス）造、FRP（繊維強化プラスチ

ック）造がある。  

 

◆  配水量  

配水池、配水ポンプなどから配水管に送り出された水量。配水量は料金水量、消火水

量、折損補償水量、メーター不感水量、局事業用水量などからなる有効水量と、漏水量、

調定減額水量からなる無効水量に区分されている。  

 

◆  包括委託  

水道事業における業務（運転管理、点検・修繕、料金徴収など）を民間企業に一括で

委託することをいう。民間企業の創意工夫による効率化や、一括発注によるコスト削減

効果などのメリットが期待できる。  

 

◆  法定耐用年数  

地方公営企業法施行規則により定められた、減価償却積算を行うための会計制度上

の年数。法定耐用年数を経過すると「経年化資産」となり、更新の対象として区分けさ

れる。  

 

◆  補てん財源  

資本的収入が資本的支出に不足する場合、その不足額を補てんする、当該企業内部に

留保された資金や各種積立金などの財源のこと。  
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【ま行】  

 

◆  民間委託（第三者委託）  

水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部をほかの水道事業者、水道用水

供給事業者または当該業務を実施できるだけの経理的・技術的基礎を有する者に水道

法上の責務を含めて委託すること。  

 

【や行】  

 

◆  有収水量  

料金収納の対象となった水量のこと。  

 

◆  有収率  

有収水量を配水量で除したもの。浄・配水施設から送った水量に対し、料金収納の対

象となった水量の割合。  

 

【ら行】  

 

◆  ライフサイクルコスト  

建設費用のみならず、修繕などの維持管理費及び最終の処分費用までを含んだ総費

用のこと。  

 

◆  類似団体平均（水道統計）  

水道統計の値を用いて、総務省の水道事業経営指標における分類などで全国の水道

事業者を抽出し、公益社団法人日本水道協会が定める水道事業ガイドラインに当ては

めて算定した平均値。  

 

◆  類似団体平均（総務省）  

給水人口規模、水源による分類及び給水区域面積 1ha あたりの年間有収水量により

個々の水道事業者を類型化し、経営分析に有効な指標について類型ごとに平均値を示

したもの。  
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